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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
生
活
保
護
費
の
見
直
し
に
よ
る
低
所
得
世
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へ
の
様
々
な
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
す

る
答
弁
書

一
、
二
及
び
十
一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
縮
小
す
る
可
能
性
が
あ
る
低
所
得
者
の
支
援
策
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

平
成
三
十
年
か
ら
段
階
的
に
実
施
す
る
予
定
の
生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
（
以
下
「
平
成
三
十
年
見
直
し
」
と
い
う
。
）
に

伴
い
そ
の
対
象
者
に
直
接
影
響
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
、
法
令
に
基
づ
く
制
度
及
び
国
の
予
算
措
置
に
よ
る
制
度
に
つ
い

て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
伴
い
他
制
度
に
生
じ
る
影
響
に
つ
い
て
」
中
の
「
生

活
保
護
基
準
の
見
直
し
に
伴
い
、
直
接
影
響
を
受
け
得
る
国
の
制
度
に
つ
い
て
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、

ま
た
、
「
連
動
を
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
す
る
こ
と
が
で
き
た
他
制
度
」
及
び
「
今
回
の
生
活
保
護
基
準
の
引
き
下
げ
に
連
動
す

る
他
制
度
の
変
更
に
よ
り
、
支
援
策
が
カ
ッ
ト
さ
れ
る
と
い
う
悪
影
響
を
受
け
る
低
所
得
者
世
帯
」
に
係
る
お
尋
ね
に
つ
い

て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
平
成
三
十
年
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
九
日
の
閣
僚
懇
談
会
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
関
係
大
臣
に
対
し
て
平
成
三
十
年

見
直
し
に
伴
い
、
他
の
制
度
に
影
響
が
で
き
る
限
り
及
ば
な
い
よ
う
協
力
を
依
頼
す
る
等
し
て
、
政
府
と
し
て
の
対
応
方
針

一



を
確
認
し
て
お
り
、
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
か
ら
十
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の
三
箇
年
度
に
わ
た
り
行
っ
た
就
学
援
助
実
施
状
況
等
調
査
に
お
い
て
は
、

要
保
護
者
（
就
学
困
難
な
児
童
及
び
生
徒
に
係
る
就
学
奨
励
に
つ
い
て
の
国
の
援
助
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
四
十
号
）
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
等
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
準
ず
る
程
度
に
困

窮
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
（
以
下
「
準
要
保
護
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
市
区
町
村
に
お
い
て
、
平
成
二
十
五
年

か
ら
段
階
的
に
実
施
さ
れ
た
生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
（
以
下
「
平
成
二
十
五
年
見
直
し
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
影
響
に
対

応
を
行
っ
た
か
否
か
を
調
査
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
行
っ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
た
市
区
町
村
に
対
し
て
は
、
追
加

の
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
同
調
査
に
よ
っ
て
、
三
か
ら
九
ま
で
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
お
尋
ね
の
市
区
町
村
の
数
及

び
名
称
を
把
握
し
て
い
る
。

平
成
二
十
五
年
見
直
し
に
伴
い
、
準
要
保
護
者
に
対
す
る
就
学
援
助
を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
児
童
生
徒
の
数
に
つ
い
て

は
、
保
護
者
の
家
計
や
世
帯
の
状
況
及
び
個
々
の
市
区
町
村
の
準
要
保
護
者
に
対
す
る
就
学
援
助
の
認
定
基
準
の
運
用
が
毎

年
度
同
一
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
市
区
町
村
に
お
い
て
も
把
握
が
困
難
と
考
え
ら
れ
、
政
府
と
し
て
も
承
知
し
て
い
な

二



い
。お

尋
ね
の
「
そ
う
し
た
対
応
に
対
す
る
政
府
の
見
解
」
及
び
「
こ
の
状
況
に
対
す
る
政
府
の
見
解
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
五
年
見
直
し
に
伴
う
影
響
と
し
て
、
児
童
生
徒
の
教
育
を
受
け
る
機
会

が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
要
保
護
者
と
し
て
市
区
町
村
が
平
成
二
十
五
年
見
直
し
以
前
に
当
該
費
用
等
を
支
給
す

る
こ
と
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五
年
見
直
し
以
降
も
引
き
続
き
国
に
よ
る
補
助
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
準
要
保
護
者
に
つ
い
て
は
、
市
区
町
村
が
単
独
で
就
学
援
助
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
で
き
る

限
り
平
成
二
十
五
年
見
直
し
の
影
響
が
及
ば
な
い
よ
う
、
市
区
町
村
に
対
し
て
、
こ
う
し
た
国
の
取
組
を
説
明
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
取
組
の
趣
旨
を
理
解
し
た
上
で
判
断
い
た
だ
く
よ
う
依
頼
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
見
直
し
が
完
了
す
る
平
成
三
十
二
年
十
月
時
点
で
、
平
成
三
十
年
見
直
し
に
よ
り
児
童
養
育
加
算
及
び
母
子

加
算
を
加
え
た
生
活
扶
助
基
準
額
の
減
少
額
が
最
大
と
な
る
場
合
の
当
該
減
少
額
は
、
夫
婦
子
一
人
世
帯
で
月
額
約
〇
・
八

万
円
及
び
年
額
約
九
・
八
万
円
、
夫
婦
子
二
人
世
帯
で
月
額
約
一
・
〇
万
円
及
び
年
額
約
十
一
・
七
万
円
、
夫
婦
子
三
人
世

帯
で
月
額
約
一
・
一
万
円
及
び
年
額
約
十
三
・
四
万
円
で
あ
り
、
ま
た
、
親
一
人
子
一
人
世
帯
で
月
額
約
〇
・
三
万
円
及
び

三



年
額
約
三
・
七
万
円
、
親
一
人
子
二
人
世
帯
で
月
額
約
一
・
〇
万
円
及
び
年
額
約
十
一
・
七
万
円
、
親
一
人
子
三
人
世
帯
で

月
額
約
〇
・
九
万
円
及
び
年
額
約
十
一
・
四
万
円
で
あ
る
と
推
計
し
て
い
る
。

四


